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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複合システムの部品のためのシステム関連リソースへのアクセスシステム（１００）で
あって、前記アクセスシステムは、
　複合システムの部品に位置づけされたバーコードをスキャンするように構成されたバー
コードリーダ（２０２）であって、前記バーコードは、前記複合システムの部品の識別子
と前記複合システムの部品のための各システム関連リソースへのリンクとを符号化し、前
記システム関連リソースは、ソフトウェアベースシステム又は電子文書の内の少なくとも
一つを含み、前記バーコードリーダ（２０２）は、前記バーコードから前記識別子とリン
クとを復号するように構成されている、バーコードリーダ（２０２）と、
　前記バーコードリーダ（２０２）に結合され、且つ前記複合システムの部品を識別し前
記バーコードから復号された前記リンクを含むポータルを生成するように構成されたフロ
ントエンドエンジン（２０４）であって、前記フロントエンドエンジン（２０４）は、前
記複合システムの部品のためのそれぞれのシステム関連リソースにアクセスするためにリ
ンクがナビゲート可能なグラフィカルユーザインターフェースに前記ポータルを表示させ
るように構成されている、フロントエンドエンジン（２０４）とを備え、
　前記バーコードによって符号化された前記リンクは標準リンクであり、前記フロントエ
ンドエンジン（２０４）は更に、前記複合システムの部品のためのシステム関連リソース
への他のカスタムリンクを引き出すように構成され、
　前記カスタムリンクは、前記複合システムの部品の前記識別子に基づいて、かつ前記バ
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ーコードによって符号化された標準リンクとは独立に引き出され、
　　前記フロントエンドエンジン（２０４）によって生成された前記ポータルは前記複合
システムの部品を識別し、標準リンクとカスタムリンクの両方を含む、システム（１００
）。
【請求項２】
　前記バーコード又は前記バーコードによって符号化された前記リンクが暗号化され、前
記バーコードリーダ（２０２）又は前記フロントエンドエンジン（２０４）は、各前記バ
ーコード又はリンクを解読するように構成される、請求項１に記載のシステム（１００）
。
【請求項３】
　前記フロントエンドエンジン（２０４）が前記ポータルを生成するように構成されるこ
とは、前記識別子とリンクとが前記バーコードから復号化される各インスタンスのあと前
記ポータルを動的に生成するように構成されることを含み、
　前記フロントエンドエンジン（２０４）はさらに、１または複数のカスタムリンクの追
加または削除をもたらすように構成され、該１または複数のカスタムリンクが追加または
削除の後、前記ポータルに含めるため、前記フロントエンドエンジン（２０４）によって
追加により引き出されることが可能になるまたは削除により引き出されることが不可能に
なる、請求項１に記載のシステム（１００）。
【請求項４】
　 前記バーコードリーダ（２０２）及び前記フロントエンドエンジン（２０４）は、ハ
ードウェアベースの電子装置によって実装され、
　 他のカスタムリンクを引き出すように構成された前記フロントエンドエンジン（２０
４）は、前記電子装置において各記憶装置（２０６）から少なくとも一つのカスタムリン
クを引き出すように構成されることを含む、請求項１に記載のシステム（１００）。
【請求項５】
　 前記バーコードリーダ（２０２）とフロントエンドエンジン（２０４）は、ハードウ
ェアベースの電子装置によって実装され、
　 他のカスタムリンクを引き出すように構成された前記フロントエンドエンジン（２０
４）は、前記電子装置から遠く離れたリンク管理（１０４）システムから少なくとも一つ
のカスタムリンクを引き出すように構成されることを含む、請求項１に記載のシステム（
１００）。
【請求項６】
　 前記バーコードリーダ（２０２）とフロントエンドエンジン（２０４）は、ハードウ
ェアベースの電子装置によって実装され、
 前記システム関連リソースは、１または複数のリソースホスト（１０６）システムによ
ってホストされ、前記１または複数のリソースホスト（１０６）システムの内の少なくと
も一つも、前記電子装置によって実装される、請求項１に記載のシステム（１００）。
【請求項７】
　 前記リンクは、アクセス制限されたシステム関連リソースへのリンクを含み、
　 各リンクのナビゲーションに応じて、前記フロントエンドエンジン（２０４）が前記
アクセス制限されたシステム関連リソースにアクセスするためのユーザの認証を行い及び
許可を与えるように構成されている、請求項１に記載のシステム（１００）。
【請求項８】
　 複合システムの部品に位置づけされ、且つ前記複合システムの部品の識別子と、前記
複合システムの部品の各システム関連リソースへのリンクとを符号化するバーコードをス
キャンすることであって、前記システム関連リソースは、ソフトウェアベースのシステム
又は電子文書の内の少なくとも一つを含む、スキャンすることと、
　 前記バーコードから前記識別子とリンクとを復号することと、
　 前記複合システムの部品を識別し、且つ前記バーコードから復号された前記リンクを
含むポータルを生成することと、
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　 前記複合システムの部品のためのそれぞれのシステム関連リソースにアクセスするた
めに、前記リンクがナビゲート可能なグラフィカルユーザインターフェースに前記ポータ
ルを表示することとを含む方法であって、
　前記バーコードによって符号化された前記リンクは標準リンクであり、前記方法は更に
、前記複合システムの部品のためのシステム関連リソースへの他のカスタムリンクを引き
出すこととを含み、
　前記カスタムリンクは、前記複合システムの部品の前記識別子に基づいて、かつ前記バ
ーコードによって符号化された標準リンクとは独立に引き出され、
　　前記ポータルは前記複合システムの部品を識別し、標準リンクとカスタムリンクの両
方
を含む方法。
【請求項９】
　前記バーコード又は前記バーコードによって符号化されたリンクが暗号化され、更に、
各バーコード又はリンクを解読することを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ポータルを生成することは、前記識別子とリンクとが前記バーコードから復号化さ
れる各インスタンスのあと前記ポータルを動的に生成することを含み、
　前記方法はさらに、１または複数のカスタムリンクの追加または削除をもたらすことを
含み、該１または複数のカスタムリンクが追加または削除の後、前記ポータルに含めるた
め、フロントエンドエンジンにより追加により引き出されることが可能になるまたは削除
により引き出されることが不可能になる、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
 前記スキャンすること、復号すること、生成すること、及び表示することは、ハードウ
ェアベースの電子装置によって行われ、他のカスタムリンクを引き出すことは、前記電子
装置において、各記憶装置（２０６）から少なくとも一つのカスタムリンクを引き出すこ
とを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
 前記スキャンすること、復号すること、生成すること、及び表示することが、ハードウ
ェアベースの電子装置によって行われ、
 他のカスタムリンクを引き出すことは、
 前記電子装置から遠く離れたリンク管理（１０４）システムから少なくとも一つのカス
タムリンクを引き出すこと
 を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　 前記スキャンすること、復号すること、生成すること、及び表示することが、ハード
ウェアベースの電子装置によって行われ、
 前記システム関連リソースは、１または複数のリソースホスト（１０６）システムによ
ってホストされ、前記１または複数のリソースホスト（１０６）システムの内の少なくと
も一つも、前記電子装置によって実装される、請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　 前記リンクは、アクセス制限されたシステム関連リソースへのリンクを含み、前記方
法は更に、各リンクのナビゲーションに応じて、前記アクセス制限されたシステム関連リ
ソースにアクセスするために、ユーザの認証を行い及び許可を与えることを含む、請求項
８に記載の方法。
【請求項１５】
　 コンピュータ可読プログラムコード部分が記憶されたコンピュータ可読記憶媒体であ
って、プロセッサによる実行に応じて、装置に少なくとも、
　 複合システムの部品に位置づけされ、且つ前記複合システムの部品の各システム関連
リソースへのリンクを符号化するバーコードから複合システムの識別子とリンクとを復号
することであって、前記システム関連リソースは、ソフトウェアベースのシステム又は電
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子文書の内の少なくとも一つを含む、復号することと、
　 前記複合システムの部品を識別し、且つ前記バーコードから復号された前記リンクを
含むポータルを生成することと、
　 前記複合システムの部品のためのそれぞれのシステム関連リソースにアクセスするた
めに、前記リンクがナビゲート可能なグラフィカルユーザインターフェースに前記ポータ
ルを表示することとを行わせ、
　前記バーコードによって符号化された前記リンクは標準リンクであり、前記コンピュー
タ可読記憶媒体には、前記プロセッサによる実行に対応して前記装置にさらに、前記複合
システムの部品のためのシステム関連リソースへの他のカスタムリンクを引き出すことを
起こさせる、コンピュータ可読プログラムコード部分がさらに記憶され、
　前記カスタムリンクは、前記複合システムの部品の前記識別子に基づいて、かつ前記バ
ーコードによって符号化された標準リンクとは独立に引き出され、
　　前記ポータルは前記複合システムの部品を識別し、標準リンクとカスタムリンクの両
方を含む、
コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概して、ソフトウェアベースのシステム及び文書等の電子リソースへのアクセ
スに関し、具体的には、複合システムの部品のシステム関連リソースへのバーコードによ
るアクセスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複合システムを製造する又は使用する多くの会社では、これらの複合システム及びその
構成要素、サブシステム及び部品（一般には「要素」又は「部品」）の電子リソースは、
多数の場所、データベース等に散らばっている可能性がある。例えば、航空宇宙の会社に
おいては、適切なリソースには、例えば工学図、製図、配線図、及び他の適切な文書等の
文書を含むうる。これらのシステム関連リソースは、複合システムの製造及び保守全体を
通して頻繁に使用される。リソースを維持している分散方法では、特定の複合システム又
は部品の所望のリソースを見つけるために、検索者は多くの場合、多数のホストにわたっ
て広く検索しなければならず、これには時間がかかり、非効率的であり、コストも高くな
りうる。
【０００３】
　更に、システム関連文書はしばしば、印刷した形で見るために作成される。しかしなが
ら、上記文書は通常、電子形式で記憶され、データ処理システムの表示装置上で見られる
。この結果、読者は、異なる種類の媒体上にありうる異なる文書に目を通す。この種の見
直しは、複合システム又は部品についての情報を見つけるのに思ったよりも更に時間がか
かる可能性がある。
【０００４】
　例えば航空機等の複合システムのシステム関連文書には、複合システムとその部品、及
び各部品の間の接続及び関係に関する大量の情報が含まれる可能性がある。システムの複
雑性、及びシステムを表すのにしばしば必要とされる大量の情報は、文書を調べるのに要
する時間を長引かせるだけでなく、複合システムとその部品を把握することを更に難しく
しうる。ユーザは、大量の情報を含む文書を見直す時間を要するだけでなく、複合システ
ム及びその部品が互いにどのように関係しているのかを理解するために情報を調査するた
めの時間を要し、また困難さに耐える必要もありうる。
【０００５】
　製品ライフサイクルマネージャは、彼らの組織の中で大量の複合システムのシステム関
連文書をどのように効率良く、また一貫して管理し共有するかに直面している。現在使用
される複数の個別のシステムは多くの場合、知識を捕えて協力することを阻み、製品提供
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の改善及び変換を行う機会が減ってしまう。国際共同体、複合製品、機能横断プロセス、
拡大された市場からなるビジネス経営環境に対応しながら、製品関連設計、製造及び保守
情報にアクセスする方法が必要である。ライフサイクルデータ及び情報にアクセスするた
めのツールを提供し、製品上に作業を行っている又は製品と共に作業している人々の間で
より簡単にコミュニケーションができるようにするという課題がいまだ残る。
【０００６】
　したがって、上述した問題の少なくとも一部と、起こりうる他の問題とを考慮に入れた
方法と装置を有することが好ましいであろう。
【発明の概要】
【０００７】
　本発明の例示の実行形態は概して、複合システムの部品用のシステム関連リソースにバ
ーコードによりアクセスするためのシステム、方法及びコンピュータ可読記憶媒体を対象
としたものである。例示の実行形態により、ユーザは、効率的に、安い費用で、不必要に
長い時間をかけることなく上記システム関連リソースにアクセスすることが可能になる。
ある例示の実行形態では、文書等のシステム関連リソースは、これらのページ間の論理関
係を反映し、その後複合システムの部品間の空間、設計又は機能的関係を反映するパノラ
マ的な構成でアクセスすることができる。この構成により、ユーザが、単一ビューで、そ
うでなければ技術的に複雑でありうる、図示されたページ及び部品間の関係をより良く理
解しやすい構成で、ページを見ることが可能になりうる。
【０００８】
　例示の実行形態の一態様によれば、システムは、バーコードリーダと、バーコードリー
ダに結合されたフロントエンドエンジンとを含む。バーコードリーダは、複合システムの
部品に位置づけされたバーコードをスキャンするように構成される。バーコードは、ソフ
トウェアベースのシステム及び／又は電子文書を含む、複合システムの部品用の各システ
ム関連リソースへのリンクを符号化する。バーコードリーダは次に、バーコードからリン
クを復号するように構成される。次にフロントエンドエンジンは、複合システムの部品を
識別し、バーコードから復号されたリンクを含むポータルを生成するように構成される。
フロントエンドエンジンは、複合システムの部品用の各システム関連リソースにアクセス
するためにリンクがナビゲート可能なグラフィカルユーザインターフェースにおいて、ポ
ータルを表示させるようにも構成される。
【０００９】
　一例では、バーコード又はバーコードによって符号化されたリンクが暗号化され、バー
コードリーダ又はフロントエンドエンジンは、各バーコード又はリンクを解読するように
構成される。
【００１０】
　一例において、バーコードによって符号化されたリンクは標準リンクであり、フロント
エンドエンジンは更に、複合システムの部品用のシステム関連リソースへのその他のカス
タムリンクを引き出すように構成される。この例では、フロントエンドエンジンによって
生成されるポータルは、複合システムの部品を識別し、標準リンクとカスタムリンクの両
方を含みうる。
【００１１】
　一例において、バーコードリーダ及びフロントエンドエンジンは、ハードウェアベース
の電子装置によって実行される。この例において、フロントエンドエンジンは、電子装置
において、各記憶装置から少なくとも一つのカスタムリンクを引き出すように構成されう
る。加えて、又は代替的に、例えば、フロントエンドエンジンは、電子装置から遠く離れ
たリンク管理システムから少なくとも一つのカスタムリンクを引き出すように構成されう
る。また更に、例えば、システム関連リソースは、少なくとも一つは電子装置によっても
実行されうる一又は複数のリソースホストシステムによってホストされる。
【００１２】
　一例では、リンクはアクセス制限されたシステム関連リソースへのリンクを含む。この
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例では、各リンクのナビゲーションに応じて、フロントエンドエンジンは、アクセス制限
されたシステム関連リソースへアクセスするためのユーザの認証及び許可を完全に又は部
分的に自動化するように構成されうる。
【００１３】
　一例では、フロントエンドエンジンによって生成されたポータルの標準リンク及び／又
はカスタムリンクには、パノラマ的視覚化文書コレクションの文書コンポーネントへのリ
ンクが含まれうる。コレクションには、少なくともその内の幾つかが複合システムの部品
を図示する、複数の文書コンポーネントが含まれうる。これらの、そしておそらくその他
の文書コンポーネントは関連メタデータを有し、図示した複合システムの部品の内の少な
くとも幾つかは各々、複合システムの座標系内の各複合システムの部品の三次元（３Ｄ）
形状を反映する情報を含みうる。ポータルの各リンクは、文書コンポーネントのパノラマ
的構成に対しナビゲート可能でありうる。パノラマ的に構成された文書コンポーネントに
は、バーコードが位置づけされている複合システムの部品を図示する特定の文書コンポー
ネントと、特定の文書コンポーネントの関連メタデータに従って識別された一又は複数の
その他の文書コンポーネントが含まれうる。このそれぞれのメタデータには更に、特定の
文書コンポーネントと、その他の各文書コンポーネント（複数可）との間のリンクを識別
する情報が含まれうる。
【００１４】
　例示の実行形態の他の態様では、複合システムの部品のためのシステム関連リソースに
バーコードによってアクセスするための方法及びコンピュータ可読記憶媒体が提供される
。本明細書で説明される特徴、機能及び利点は、様々な例示の実行形態において単独で実
現可能であるか、又はさらに別の例示の実行形態において組み合わせることができ、この
ような実行形態のさらなる詳細は、後述の説明及び添付図面を参照して理解されうる。
【００１５】
　上述のように、本開示の例示の実行形態を一般的な用語で説明したが、ここでは添付図
面を参照する。これらの図面は必ずしも正確な縮尺で描かれているわけではない。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】例示の実行形態によるリソースアクセスシステムを示す図である。
【図２】例示の実行形態によるフロントエンドシステムを示す図である。
【図３】例示の実行形態によるリンク管理システムを示す図である。
【図４】例示の実行形態によるリソースホストシステムに対応しうるパノラマ的視覚化文
書レイアウトシステムを示す図である。
【図５】例示の実行形態に従ってリソースホストシステムに対応しうる文書データベース
システムを示す図である。
【図６】本発明の例示の実行形態に従って、表示されうるシステム関連ページの例示のポ
ータルとレイアウトを示す図である。
【図７】本発明の例示の実行形態に従って、表示されうるシステム関連ページの例示のポ
ータルとレイアウトを示す図である。
【図８】本発明の例示の実行形態に従って、表示されうるシステム関連ページの例示のポ
ータルとレイアウトを示す図である。
【図９】本発明の例示の実行形態に従って、表示されうるシステム関連ページの例示のポ
ータルとレイアウトを示す図である。
【図１０】例示の実行形態による、例示的な航空機の製造及び保守方法を示すフロー図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　添付図面を参照して、本開示のいくつかの実行形態について、以下でより詳しく説明す
るが、添付図面には本開示の実行形態の一部が示されており、すべてが示されているわけ
ではない。実際、本開示の様々な実行形態は、多くの異なる形で実施することができ、本



(7) JP 6491194 B2 2019.3.27

10

20

30

40

50

明細書で説明される実行形態に限定されるものと解釈されるべきではなく、むしろ本開示
が包括的で完全となるように、かつ当業者に本開示の範囲を十分に伝えるために、これら
の例示の実行形態が提供される。例えば、特に明記されない限り、第一番目、第二番目な
どの言及は、特定の順序を意味するものと解釈されるべきではない。また、何か別のもの
（特に明記されない限り）の上にあるとされるものが代わりに下にあってもよく、逆もま
た同じである。同様に、何か別の物の左にあるとされる物が代わりに右にあってもよく、
逆もまた同じである。全体を通して、類似の参照番号は類似の要素を示している。
【００１８】
　本発明の例示の実行形態は、広く言えば、複合システムの電子リソースへのバーコード
によるアクセスに関する。更に具体的には、様々な例示の実行形態は、複合システムに位
置づけされるバーコードによって提供される一又は複数のリンクを介した、一又は複数の
リソースホストからの、複合システムの上記電子リソースへのアクセスに関する。例示的
な実行形態は、主として、航空宇宙分野の用途に関連して説明される。しかし、例示的な
実行形態は、航空宇宙産業とそれ以外の両方における他の様々な応用に関連して利用され
うることを、理解すべきである。産業全体において正確な部品の情報等の電子リソースへ
のアクセスは、保守、材料－在庫管理、購入及び調達、エンジニアリング・サポート、ロ
ジスティック計画、配送及び受取、倉庫設備管理を含む設備操作の複数の態様に影響を与
えうるため、重要である。
【００１９】
　ここで、本発明の例示の実行形態によるリソースアクセスシステム１００を示している
図１を参照する。このシステムには、航空機、又は幾つかの任意の他の物理構造等の複合
システムの一又は複数の電子リソースに対して一又は複数の機能または操作を実施する任
意の数の異なるサブシステム（各々個別のシステム）のいずれかが含まれうる。図示した
ように、例えば、システムには、フロントエンドシステム１０２、リンク管理システム１
０４、及び一又は複数のリソースホストシステム１０６とが含まれうる。航空機における
様々な例では、リソースホストシステムが提供されうる、又はそうでなければ、システム
インテグレータ、第三者、及び／又はオペレータ（例：顧客）によって維持されうる。本
明細書の目的のために、システムインテグレータは、限定しないが、例えば任意の数の航
空機製造者、及び主要システムの下請業者を含み得、第三者は、限定しないが、例えば任
意の数のベンダー、下請業者、及び供給業者を含み得、オペレータは、例えば航空会社、
リース会社、軍事団体、サービス機関などであり得る。
【００２０】
　フロントエンドシステム１０２及びリンク管理システム１０４から離れたリソースホス
トシステム１０６（複数可）を図示したが、様々な例では、フロントエンドシステム又は
リンク管理システムのいずれかあるいは両方には、一又は複数のリソースホストシステム
が含まれうることを理解すべきである。フロントエンドシステム、リンク管理システム、
及びリソースホストシステム（複数可）を、リソースアクセスシステム１００の一部とし
て図示したが、その代わりに、一又は複数の各システムは、リソースアクセスシステムと
は別々であるが、連通していてよいことも理解すべきである。更に、サブシステムのうち
の一又は複数は、サブシステムのうちの別のものとは関係なく、別個の一システムとして
機能又は動作しうることも、理解すべきである。さらに、リソースアクセスシステムは、
図１に示されるものよりも、一つ以上の付加的な又は代替的なサブシステムを含みうるこ
とも理解されるべきである。
【００２１】
　複合システムは、通常、一又は複数のコンポーネント、サブシステムなど（各々は通常
「サブシステム」と呼ばれる）から構成されていてよく、各サブシステムは一又は複数の
部品から構成され、各部品は一又は複数のフィーチャを含んでいる。これに関して、複合
システムの部品は、任意の数のサブシステムに組み立てることができ、サブシステムは次
いで複合システムに組み立てられうる。航空機においては、１以上の部品又はサブシステ
ムは、しばしば、列線交換ユニット（ＬＲＵ）として言及される航空機のモジュール式コ
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ンポーネントとして設計されることがあり、単独の航空機のそのような構成要素は、任意
の数のＬＲＵ及び他の部品又はサブシステムを含みうる。いずれの複合システム自体も、
又はそのサブシステム、（サブシステムの）部品、（部品の）特徴などのいずれも、時に
は、複合システムの「要素」又は「部品」と総称されうる。
【００２２】
　再度、電子リソースには、複合システムの電子リソースが含まれうる。これらの「シス
テム関連」リソースには、例えば、ソフトウェアベースのシステム、電子文書（又は簡単
に文書）等が含まれうる。適切なソフトウェアベースのシステムには、例えば、航空機に
おいてはＴＲＡＸ、ＡＭＯＳ、ＳＡＰ等を含みうるデータベース管理システム、リソース
計画システム、製造管理システム、保守システム等が含まれうる。別の例では、ソフトウ
ェアベースのシステムには、部品情報システム、スペア部品管理システム（例：データベ
ース管理システム）、部品サプライヤシステム等が含まれうる。
【００２３】
　システム関連文書には、例えば、工学図、製図（例：相手先商標商品の製造会社－ＯＥ
Ｍ－図面）配線図等の設計文書が含まれうる。これらの文書には、保守文書及び／又は工
程文書（いずれも一般に「保守文書」と呼ばれる）も含まれうる。適切な航空機の保守文
書の例には、航空機図解部品カタログ（ＡＩＰＣ）、航空機飛行マニュアル（ＡＦＭ）、
航空機保守マニュアル（ＡＭＭ）、航空機回収マニュアル（ＡＲＭ）、耐空性改善命令（
ＡＤ）、コンポーネント保守マニュアル（ＣＭＭ）、コンポーネント保守マニュアル部品
リスト（ＣＭＭＩＰＬ）、構造変更サポートデータ（ＣＣＳＤ）、航空機異常形態承認表
（ＣＤＬ）、消費製品マニュアル（ＣＰＭ）、エンジン（部門）マニュアル（ＥＭ）、工
学図面（ＥＤ）、機器リスト（ＥＬ）、修理持越し基準（ＤＤＧ）、エンジン洗浄点検及
び修理マニュアル（ＣＩＲ）、エンジン図解部品カタログ（ＥＩＰＣ）、エンジン部品構
成管理セクション（ＥＰＣＭ）、障害修理マニュアル（ＦＲＭ）、障害申告及び障害分離
マニュアル（ＦＲＭ／ＦＩＭ）、航空機搭乗員動作マニュアル（ＦＣＯＭ）、一般保守マ
ニュアル（ＧＭＭ）、図解ツール及び設備マニュアル（ＩＴＥＭ）、稼働中動作報告（Ｉ
ＳＡＲ）、保守計画文書（ＭＰＤ）、保守審査会報告書（ＭＲＢ）、保守概要書、保守情
報（ＭＴ）、保守訓練マニュアル（ＭＴＭ）、主要な最小限設備リスト（ＭＭＥＬ）、非
破壊試験マニュアル（ＮＤＴ）、動力装置ぎ装マニュアル（ＰＰＢＭ）、動力装置ぎ装マ
ニュアル図解部品リスト（ＰＰＢＭＩＰＬ）、製品管理データベース（ＰＭＤＢ）、業務
広報（ＳＢ）、業務広報インデックス（ＳＢＩ）、サービスレター（ＳＬ）、構造修理マ
ニュアル（ＳＲＭ）、システム記述セクション（ＳＤＳ）、システム概略マニュアル（Ｓ
ＳＭ）、タスクカード、ツール及び設備マニュアル（ＴＥＭ）、重量及びバランスマニュ
アル（ＷＢＭ）、配線図マニュアル（ＷＤＭ）などを含む。
【００２４】
　他の例では、システム関連文書には、複合システム又はそれ自体の部品の各ユニットの
技術記録が含まれていてよく、これらはしばしば概して直列部品と呼ぶことができる。こ
れらの技術記録には、設計記録、製造記録、受取記録、設置命令及び記録、再加工記録、
試験記録、保守記録、修理記録等が含まれうる。これらの技術記録には、システムの納品
時に直列部品が設置される、複合システムの構造記録（例：動画、映画、写真、モデル）
も含まれうる。
【００２５】
　例示の実行形態によれば、バーコード（複数可）を、複合システムの部品（複数可）に
、又はこれに隣接して位置づけすることができる、又はそうでなければ、（一般に「その
上に」）適用することができる。例えば、バーコード（複数可）を各部品（複数可）に印
刷することができる、又は各部品（複数可）に付着されうる、又は各部品（複数可）に隣
接する基板（複数可）に印刷することができる。バーコードは、情報を送ることができる
任意の幾つかの異なる機械可読コードであってよい。様々な例では、バーコードは、線形
バーコード、又はＱＲ　Ｃｏｄｅ（登録商標、Ｑｕｉｃｋ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｃｏｄｅ
）、データマトリックスコード等のマトリックス（２Ｄ）バーコードであってよい。一例
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では、バーコードはバーコードを含むラベルの一部、場合により、一又は複数の部品識別
子（例：部品名、部品番号、通し番号）、及び／又は複合システムの座標系内の部品の座
標系等の複合システムの部品に関する他の視覚情報であってよい。ラベルを次に、部品に
、あるいは部品に隣接して位置づけすることができる。例えば、ラベルを部品に、又は部
品に付着されうる、又は部品に隣接しうる基板に印刷することができる。
【００２６】
　各バーコードには、複合システムの部品に関する符号化された（また場合により、暗号
化された）情報が含まれうる。バーコードで符号化された情報には、例えば、一又は複数
のリンクを含むことができ、このリンクを介して、部品のシステム関連リソースにアクセ
スすることができる。適切なリンクの例には、ユニフォームリソース識別子（ＵＲＩ）、
ユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）等が含まれる。リンクは、一又は複数のシステ
ム関連リソースを指す参照を含むことができ、各システム関連リソースを表す文字ラベル
も含むことができる。一例では、参照を、各複合システムの部品のシステム関連リソース
（複数可）について、各リソースホストシステム１０６へのリクエストとして、又はリク
エストを含むためにフォーマットすることができ、リソースホストシステムによって形式
が変更されうる。このリンクは一般に、部品の一又は複数のシステム関連リソース（複数
可）を指していてよい、又は特定のシステム関連リソースをより具体的に指していてよい
（例：ディープリンク）。バーコードにより符号化されたリンク（複数可）に加えて、バ
ーコードにより符号化された情報には、部品識別子、及び／又は部品の座標等の部品に関
する他の情報が含まれうる。
【００２７】
　リソースアクセスシステム１００のフロントエンドシステム１０２は概して、複合シス
テムの部品に位置づけされたバーコードを読み、バーコードから各部品の各システム関連
リソースへのリンクを復号するように構成されうる。本明細書において時々標準リンクと
呼ばれる、これらのバーコードで符号化されたリンク（複数可）に加えて、フロントエン
ドシステム及び／又はリンク管理システム１０４を、各部品のシステム関連リソースへの
一又は複数のカスタムリンクを提供するように構成することができる。フロントエンドシ
ステムを、各部品を識別し、システム関連リソースへの標準リンク及び／又はカスタムリ
ンクを含む（一般に時折単にポータルと呼ばれる）ポータル文書を生成し、表示させるよ
うに構成することができる。システム関連リソースは、一又は複数のリソースホストシス
テム１０６によってホストされることが可能であり、ポータルによって提供されるリンク
を介してアクセス可能である。
【００２８】
　任意の幾つかの異なるシステム関連リソース及びリソースホストシステム１０６は、本
発明の例示の実行形態によって計画されている。適切なリソースホストシステムの例には
、データベース管理システム、リソースプランニングシステム、製造管理システム、保守
システム、部品情報システム、スペア部品管理システム、部品サプライヤシステム等のこ
れらのホスティングソフトウェアベースのシステムが含まれうる。
【００２９】
　後にさらに詳細に説明するように、適切なリソースホストシステム１０６の一例は、コ
ンテンツ間の論理関係を反映するような方法でシステム関連文書をパノラマ的に構成する
ように構成されたパノラマ的視覚化文書レイアウトシステムであってよい。この種の構成
により、ユーザが単一ビューで、またそうでなければ把握することが困難であり得る、コ
ンテンツ間の関係をより理解しやすくする構成において、コンテンツを見ることを可能に
することができる。幾つかの構成要素、サブシステム及び部品を含む航空機等の複合シス
テムにおいては、この構成により、大量の情報を含む文書を見直すのに要する時間を減ら
すことができるだけでなく、複合システムとその部品とが互いにどのように関連している
かを理解するために情報を調べるのに要する時間と苦労も軽減されうる。
【００３０】
　適切なリソースホストシステム１０６の別の例は、システム関連文書が一又は複数のデ
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ータベースに単独で、又は他のデータと共に記憶されうる文書データベースシステムであ
る。文書データベースシステムを一般に、システム関連文書のデータベース（複数可）を
作成し管理するように構成することができる。一例では、これらのシステム関連文書には
、適切なパノラマ的視覚化文書レイアウトシステム等によってパノラマ的に構成すること
ができる文書が含まれうる。
【００３１】
　ここで、本発明の例示の実行形態に従って、それぞれ、適切なフロントエンドシステム
、リンク管理システム及び２つのリソースホストシステムのより具体的な例を示す、図２
、３、及び４及び５を参照する。
【００３２】
　図２に、ある例示の実行形態によるフロントエンドシステム２００を示す。上述のよう
に、フロントエンドシステム２００は、図１のリソースアクセスシステム１００のフロン
トエンドシステム１０２の一つの例である。図２に示すように、フロントエンドシステム
には、フロントエンドエンジン２０４に結合された（しばしばバーコードスキャナーと呼
ばれる）バーコードリーダ２０２が含まれうる。バーコードリーダは、複合システムの部
品に位置づけされたバーコードをスキャンするように構成されうる。バーコードリーダに
は、バーコードを読むことができる、任意の幾つかの異なる種類のリーダ又はスキャナー
が含まれうる。適切な種類のバーコードリーダの例は、ペン型リーダ、レーザスキャナー
、ＣＣＤリーダ、カメラベースリーダ、全方向式バーコードスキャナー、携帯電話のカメ
ラ、スマートフォン等が挙げられる。
【００３３】
　バーコードは、複合システムの部品の情報を符号化することができ、バーコードリーダ
２０２には、各情報を復号するように構成されたデコーダが含まれうる。バーコードリー
ダに結合されたフロントエンドエンジン２０４を、バーコードリーダによって復号された
情報を受取り、部品のシステム関連リソースへの標準リンクも含みうるこの情報から複合
システムの部品を識別するように構成することができる。
【００３４】
　幾つかの例では、バーコードリーダ２０２又はフロントエンドエンジン２０４を、バー
コード又は少なくとも幾つかのバーコード化された情報を、例えばバーコード／バーコー
ド化された情報の既知のレイアウト又はフォーマットに対して検証するように構成するこ
とができる。これにより、「アタックタギング」、又は正規の、検証可能なバーコードよ
りもフェースバーコードを張り付けたものの可能性が下がりうる。
【００３５】
　様々な例では、バーコード、又は少なくとも幾つかのバーコードで符号化された情報を
、例えば、任意の幾つかの異なる共通キー又はパブリックキー暗号化技術等に従い、暗号
化することができる。これらの例では、バーコードリーダ２０２又はフロントエンドエン
ジン２０４を更に、バーコード又はバーコードで符号化された情報を解読するように構成
することができ、解読を可能にするために、ユーザから適切な認証情報（例：個人識別番
号－ＰＩＮ）を求めることができる。
【００３６】
　標準リンクに加えて、又はそれの代わりに、フロントエンドエンジン２０４は、バーコ
ードが位置づけされた部品のシステム関連リソースへの他のカスタムリンクを引き出すこ
とができる。様々な例では、フロントエンドエンジンは、フロントエンドシステム２００
が結合されうるリンク管理システム（例：リンク管理システム１０４）から一又は複数の
カスタムリンクをリクエストすることができる。幾つかの例では、リクエストは、適切な
複合システムの部品、リンクをリクエストしている、フロントエンドシステムのユーザ、
及び／又はリクエストに関する他の情報を識別することができる。この他の情報には、例
えば、バーコードリーダ２０２がバーコードをスキャンした日付及び／又は時間、各日付
／時間におけるフロントエンドシステムの位置が含まれうる。フロントエンドシステムは
、これらの例において、適切なカレンダー、クロック及び／又は位置決定（例：ＧＰＳ）
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モジュールを含みうる。
【００３７】
　リンク管理システムからのカスタムリンクに加えて、又はこれの代わりに、フロントエ
ンドエンジン２０４が、フロントエンドシステムに常駐又はこれと連通状態の各記憶装置
２０６から一又は複数のカスタムリンクを引き出すことができる。カスタムリンクは、幾
つかの異なる方法の内の任意の方法でフォーマット化されて記憶され、ゆえに、それらの
記憶装置は、幾つかの異なる種類のいずれかにしてもよい。適する種類の記憶装置の例は
、ファイル記憶装置、データベース記憶装置、クラウド記憶装置などを含む。
【００３８】
　フロントエンドエンジン２０４は、バーコードが位置づけされた複合システムの部品を
識別し、各部品のシステム関連リソースへの標準リンク（バーコードから復号される）及
び／又はカスタムリンクを含むポータルを生成するように構成することができる。一例に
おいて、フロントエンドエンジンは、システム関連リソースへのハイパーリンクの形態の
リンクを含むウェブページとしてポータルを生成しうる。
【００３９】
　ポータルは、幾つかの異なる方法で複合システムの部品を識別することができる。例え
ば、ポータルは、部品を、部品名、部品番号及び／又は通し番号によって識別することが
できる。ポータルには、複合システムの部品の他の情報も含まれうる。例えば、ポータル
には、複合システムの座標系内の部品の座標が含まれうる。ポータルには、複合システム
内で部品及び／又はその位置を図示すメディアコンテンツ（例：グラフ、図、静止画、動
画）が含まれうる。フロントエンドエンジン２０４は、各リソースへのリンクの代わりに
、ポータルにおいて直接システム関連リソースにアクセスし、これを含むこともできる。
上記で提案したように、この情報の幾つかは、システム関連リソースへの標準リンクと共
に、バーコードで符号化されていてよい。様々な例において、この情報の幾つかは、各記
憶装置２０８（例：ファイル記憶装置、データベース記憶装置、クラウド記憶装置）フロ
ントエンドシステムに常駐、又はこれと連通状態で維持されうる。
【００４０】
　フロントエンドエンジン２０４は、複合システムの部品の各システム関連リソースにア
クセスするために、標準及び／又はカスタムリンクをナビゲート可能な、グラフィカルユ
ーザインターフェース（ＧＵＩ）２１０にポータルを表示させるように構成されうる。Ｇ
ＵＩは、フロントエンドエンジン又は適切なビューアによって供給することができ、フロ
ントエンドシステムの一部でありうる、あるいはそうでなければ、フロントエンドシステ
ムと連通しうる。ポータルがウェブページである一例において、フロントエンドエンジン
は、ポータルウェブページを、ポータルウェブページを表示することができる適切なＧＵ
Ｉを提供するように構成された適切なウェブブラウザ（ビューア）に伝達することができ
る。本明細書に記載されるように、フロントエンドエンジン又はＧＵＩによって、又はこ
れを通して実施されるとして記載された一又は複数の機能は、様々な例では、より具体的
に適切なビューアによって実施される。
【００４１】
　ポータルをユーザに表示することができ、ユーザは各システム関連リソースまでそのリ
ンクをナビゲートすることができ、これにより、ユーザによって使用のためにＧＵＩ２１
０を通して各システム関連リソースを引き出し可能でありうる。例えば、ＧＵＩを提供す
るビューアは、ＧＵＩを通してリンクの選択を受信し、適切なリソースホストシステム（
例：リソースホストシステム１０６）へ各システム関連リソースについてのリクエストを
伝達することができ、適切なリソースホストシステムは、リクエストされたリソースをＧ
ＵＩによって表示するためにビューアに返すことができる。ビューア又はフロントエンド
エンジン２０４は、ユーザの各システム関連リソースとの相互作用を連動させることがで
きる。ビューア又はフロントエンドエンジンは、リソースホストシステムからシステム関
連リソースのダウンロード（引き出し）に影響を及ぼしうるだけでなく、リソースホスト
システムへのシステム関連リソースのアップロード（挿入）にも影響を及ぼしうる。
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【００４２】
　システム関連リソースのアクセスが制限されている様々な例では、フロントエンドエン
ジン２０４は、予め供給されたユーザの認証情報等に基づいて、リソースへアクセスする
ためのユーザの認証及び許可を完全に又は部分的に自動化するように構成されうる。これ
については、ユーザの介入なく、フロントエンドエンジンが認証及び許可を完全に自動化
しうる。又は、フロントエンドエンジンは、例えばリソースホストシステムへのユーザ認
証情報の提出の要請及び調整等によって、認証及び許可を部分的に自動化しうる。これに
は、例えばセキュリティアプライアンス（例：ファイアウォール）アクセス、カットスル
ープロキシ、バーチャルプライベートネットワーク（ＶＰＮ）トンネルアクセス等のリソ
ースホストシステムにおいてシステム関連リソースへの任意の幾つかの異なる種類のアク
セスが含まれ得る。
【００４３】
　幾つかの例において、システム関連リソースへのカスタムリンクは、フロントエンドエ
ンジン２０４を通して追加又は削除可能である。同様に、システム関連リソースを、フロ
ントエンドエンジンを通してリソースホストシステム（例：リソースホストシステム１０
６）に追加又はこれから削除することができ、この結果、カスタムリンクが追加されうる
、又は破壊されうる。システム関連リソースの追加において、フロントエンドシステムは
、リンク管理システム（例：リンク管理システム１０４）から適切なカスタムリンクの追
加をリクエストしうる、又はそれぞれの記憶装置２０６に追加しうる。システム関連リソ
ースの削除において、フロントエンドエンジン２０４は、リンク管理システムから壊れた
カスタムリンクの削除をリクエストしうる、又はそれぞれの記憶装置から削除しうる。シ
ステム関連リソースの追加又は削除がリソースホストシステムにおいて直接行われ得る他
の場合には、カスタムリンクを追加する、又は壊れたカスタムリンクを削除する適切なリ
クエストが、それぞれのリソースホストシステムからフロントエンドエンジン又はリンク
管理システムへ伝送されうる。
【００４４】
　幾つかの例においては、カスタムリンクを介してシステム関連リソースへアクセスした
方が、標準リンクを介して同様のシステム関連リソースへアクセスするよりも望ましい場
合がある。これらの例では、リンク管理システム（例：リンク管理システム１０４）又は
それぞれの記憶装置２０６からのカスタムリンクには、特定の標準リンクからそれぞれの
カスタムリンクへユーザを案内するための命令が添付されうる。フロントエンドエンジン
２０４は、ポータルを生成する時に、標準リンクをそれぞれのカスタムリンクに差し替え
うる。あるいは、フロントエンドエンジンは、標準リンクへのリクエストを、それぞれの
カスタムリンクへのリクエストへ変更しうる。
【００４５】
　以下に更に全体的に説明するように、フロントエンドシステム２００及びそれぞれの要
素として機能する、又はそうでない場合にこれらを実行するように構成された装置が提供
されうる。装置は、一又は複数の固定された又は携帯用のハードウェアベースの電子装置
（例：スマートフォン、タブレット型コンピュータ）を備えうる、含みうる、又はこれら
において具現化されうる。例えば、バーコードリーダ２０２と、フロントエンドシステム
２００のフロントエンドエンジン２０４を、ハードウェアベースの電子装置によって実行
することができる。フロントエンドシステムは、一例において電子装置から遠く離れてい
てよいリンク管理システム（例：リンク管理システム１０４）と連通するように構成され
うる。フロントエンドエンジンは、一又は複数のリソースホストシステム１０６によって
ホストされるシステム関連リソースへの標準及び／又はカスタムリンクを含むポータルを
生成するように構成されうる。様々な例において、一又は複数のカスタムリンクを、リモ
ートリンク管理システム又は電子装置のそれぞれの記憶装置２０６から引き出すことがで
きる。また一例において、少なくとも一つのリソースホストシステムを、電子装置によっ
ても実行することができる。
【００４６】
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　図３は、ある例示の実行形態によるリンク管理システム３００を示す。リンク管理シス
テム３００は、図１のリソースアクセスシステム１００のリンク管理システム１０４の一
例であってよい。図３に示すように、リンク管理システム３００には、複合システムの部
品のシステム関連リソースへの一又は複数のリンクに対するリクエストを受け取り、これ
に応じて、それぞれのリンク（複数可）を提供するように構成された管理エンジン３０２
が含まれうる。リンクは、リンク管理システムに常駐する、又はリンク管理システムと連
通しているそれぞれの記憶装置（例：ファイル記憶装置、データベース記憶装置、クラウ
ド記憶装置）で維持されうる。また様々な例において、リンクは、それぞれの部品のシス
テム関連リソースの標準リンクに加えてカスタムリンクであってよく、カスタムリンク記
憶装置３０４に記憶させることができる。
【００４７】
　様々な例において、システム関連リソースへの一又は複数のリンクはアクセス制限され
うる。これらの例において、リンク管理システム３００には、特定の、制限されたリンク
（複数可）に適用可能なアクセス制御ポリシーを定義する、実施する及び／又は管理する
ように構成されたアクセス制御システム３０６が含まれうる、又はリンク管理システム３
００は、アクセス制御システム３０６に結合されうる。アクセス制御システムは、幾つか
の異なるアクセス制御モデルのいずれかに従って、アクセス制御を提供するように構成さ
れうる。適切なアクセス制御モデルの例には、任意アクセス制御（ＤＡＣ）、強制アクセ
ス制御（ＭＡＣ）、格子ベースのアクセス制御（ＬＢＡＣ）、役割ベースのアクセス制御
（ＲＢＡＣ）、属性ベースのアクセス制御（ＡＢＡＣ）、利用制御（ＵＣＯＮ）、又は幾
つかのこれらをベースにした他のモデルのいずれかが挙げられる。
【００４８】
　アクセス制御システム３０６は概して、一又は複数のリンクの一又は複数のアクセス制
御ポリシーを実施するように構成されうる。一例では、アクセス制御ポリシーは、一又は
複数のユーザにリンク（複数可）へのアクセスを許可する一又は複数のエンタイトルメン
ト又は他のルールを適用することによって、リンクに対して定義する、又は生成すること
ができる。エンタイトルメントは概して、アイデンティティによって表されうるリンク（
複数可）へのアクセスをリクエストしているユーザにアクセスを許可することができる。
アイデンティティは、幾つかの異なる方法のいずれかで、ユーザを定義することができる
。ユーザのアイデンティティには、固有の識別子（例：ユーザネーム、メールアドレス）
と、認証情報（例：パスワード、暗号化キー、セキュリティトークン）が含まれうる。ユ
ーザのアイデンティティには、ユーザの一又は複数の役割も含まれうる。加えて、又は代
替的に、アイデンティティには、コア属性、文脈特性属性等の、ユーザの一又は複数の属
性が含まれうる。これらの例において、エンタイトルメントは、ユーザの識別子／認証情
報に基づいてユーザに直接アクセスを許可しうる、又はユーザの属性（複数可）及び／又
は役割（複数可）に基づいてユーザに直接アクセスを許可しうる。
【００４９】
　例えば、複合システムのシステム関連文書に関して、エンタイトルメントは、団体、個
々の複合システムの種類、複合システムの部品、保守タスクなどといった一又は複数の基
準に基づいてリンク（複数可）へのアクセスを許可しうる。これに関して、団体に所属す
るユーザは、エンタイトルメントがそれぞれの団体にアクセスを許すリンク（複数可）の
みにアクセスを制限されるか、場合によっては、その特定の団体に関連しうる個々の複合
システムの種類にアクセスを制限される。別の実施例では、ユーザが特によく知る複合シ
ステムの部品（複数可）に関連付けられたユーザは、それぞれの部品（複数可）を示すリ
ンク（複数可）のみに制限される。
【００５０】
　アクセス制御システム３０６は、リクエストを受取って、ポリシーに基づいてリンク（
複数可）へのアクセスを許可するか拒絶するかの決定を行うように構成されうる。一例で
は、アクセス制御システムは、リンク管理システム３００の管理エンジン３０２に結合さ
せることができ、そして今度は、例えば図１のフロントエンドシステム１０２等のフロン
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トエンドシステムに結合させることができ、アクセス制御システムはこのフロントエンド
システムからユーザに一又は複数のリンクへのアクセスを許可するリクエストを受取るこ
とができる。リクエストにより、リクエストしているユーザ、及び／又はリンク（複数可
）がリクエストされている複合システムの部品が識別されうる。一例では、リクエスト自
体に、リクエストしているユーザのアイデンティティ、又はアイデンティティ記憶装置か
らアイデンティティの他の任意の必要な部分を引き出すことができる十分なアイデンティ
ティ（例：識別子／認証情報）が含まれうる。
【００５１】
　アクセス制御システム３０６は、リクエストされたリンク（複数可）に適用可能な一又
は複数のポリシーを引き出して、ポリシーとユーザのアイデンティティに基づき、リンク
（複数可）へのユーザのアクセスを許可するか拒絶するかを決定することができる。アク
セス制御システムは次に、その決定を実行するために、アクセスの決定を管理エンジン３
０２へ伝送しうる。管理エンジンは、ユーザがアクセスを許可される場合におけるリンク
リクエストへの応答、又はユーザがアクセスを拒絶される場合におけるリンクなしのリン
クリクエストへの応答を提供しうる。ユーザがリンクするためのアクセスを拒絶される一
例においては、管理エンジンは代わりに、システム関連リソースを表すリンクのテキスト
ラベル部分を提供しうるが、それぞれのリソースを指す参照は提供しない。応答は、複合
システムの部品のポータルに含ませるために、フロントエンドシステムへ提供されうる。
ポータルは、ユーザがアクセスを許可されるシステム関連リソースへのリンク（ラベル及
び参照）を含むことができ、一例においては、ユーザがアクセスを拒絶されたシステム関
連リソースへのそれぞれの参照が含まれないラベルを含むことができる。
【００５２】
　様々な例では、管理エンジン３０２は、複合システムの部品上に位置づけされたバーコ
ードがスキャンされる各場合において、リンクリクエストを受取ることができる。リンク
リクエストには、フロントエンドシステムがバーコードをスキャンする日付及び／又は時
間、及び／又はそれぞれの日付／時間におけるフロントエンドシステムの場所等のリクエ
ストに関する情報が含まれうる。これらの例では、管理エンジンは、特定のバーコードの
スキャンに関するログ、又は他の適切な統計値を維持するように構成されうる。適切なロ
グの一例は、複合システムの部品を識別し、バーコードがスキャンされた各場合の日付／
時間及び／又は場所、及び／又はバーコードをスキャンしたユーザのアイデンティティを
含みうる。このログ及び他の統計値を、リンク管理システムに常駐する又はリンク管理シ
ステムと連通している各記憶装置３０８（例：ファイル記憶装置、データベース記憶装置
、クラウド記憶装置）に維持することができる。
【００５３】
　図４に、様々な例示の実行形態において、ホストシステム１０６に対応しうる、パノラ
マ的視覚化文書レイアウトシステム４００を示す。リソースアクセスシステム１００と同
様に、文書レイアウトシステムは、一又は複数の文書に対して一又は複数の機能又は操作
を実施するための、幾つかの異なるサブシステム（各々別々のシステム）のいずれかを含
みうる。ここで述べられるように、例えばシステム関連文書等の文書は、電子的な及び／
又は印刷された（又は印刷可能な）形態で視覚化できる任意の電子メディアコンテンツと
されうる。文書のメディアコンテンツは、一又は複数のテキストコンテンツ、グラフィッ
クコンテンツ又は静止画、動画などの他の視覚的コンテンツを含むことができる。文書は
、基本的な区切り点（ｂｒｅａｋｉｎｇ　ｐｏｉｎｔｓ）の間のようなそのメディアコン
テンツのグループ化である一又は複数の構成文書コンポーネントからなっていてよい。文
書コンポーネントは文書の種類次第であり、たとえば、電子ページ、スライド、グラフ、
図、静止画、動画などを含むことができる。文書コンポーネントは、他の種類のコンポー
ネントを含むときには必ずしも電子ページを必要としないが、時には、大まかに「ページ
」とされることもある。文書がコンポーネントを一つだけ含む例では、文書及びそのコン
ポーネントは一つとされ、かつ同一のものとされる。
【００５４】
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　各ページは、データ（というよりはメディアコンテンツ）の画像等の視覚提示が電子的
な及び／又は印刷された（又は印刷可能な）形式で生成されるデータから形成されうる。
ページが他の種類のメディアコンテンツを含む時には必ずしも静止画を含む必要はないが
、ページの視覚表示は、時には、大まかに単にページ又は「画像」とされることもある。
【００５５】
　ページは、一又は複数のサブジェクトを有し、且つサブジェクト（複数可）を反映する
又はそうでなければサブジェクト（複数可）を形成する一又は複数のオブジェクトを含む
メディアコンテンツを含みうる。それゆえ、時には、ページは、そのサブジェクト（複数
可）及び／又はそのサブジェクト（複数可）のオブジェクト（複数可）を表すと言われる
。例として、ページは、そのサブジェクトとして航空機を有し、オブジェクト（複数可）
として航空機の外装又は内装のビュー又は外装／内装ビューのセクションを含むことがで
き、若しくは、ページは、そのサブジェクトとして外装／内装のビューを有し、オブジェ
クトとして外装ビューのセクションを含むことができる。別の例として、ページはそのサ
ブジェクトとして航空機の計器盤を有し、サブジェクトとして計器盤の計器を含むことが
できる。
【００５６】
　一般に、システム関連ページを含むシステム関連文書には、複合システムの一又は複数
の部品を（例えば、図式的に、又はテキストで）視覚的に示す幾つかの任意の文書が含ま
れうる。幾つかの例では、この図示には、複合システムの部品（複数可）の工程、設置、
保守、修理、取外し、交換、又は試験等の上記部品（複数可）への、又は（いずれも一般
に「保守タスク」と呼ばれる）これらを使用した一又は複数の保守又は操作タスクが含ま
れうる。システム関連文書は、これもまたテキスト、グラフィカル（例：図）又は他のビ
ジュアルコンテンツを含みうるメディアコンテンツを含む一又は複数のページから成り得
る。一例では、メディアコンテンツは、複合システムの一又は複数の部品を図示する図及
び／又はテキストリストを含みうる。様々な例では、メディアコンテンツには、部品（複
数可）についての他の情報も含まれうる。
【００５７】
　例えば、ページには、複数のサブシステム（オブジェクト）を含む複合システム（サブ
ジェクト）の、複数の部品（オブジェクト）を含むサブシステム（サブジェクト）の、又
は一又は複数のフィーチャ（オブジェクト）を含む部分（サブジェクト）の図面及び／又
はテキストリスト（メディアコンテンツ）が含まれうる。加えて、又は代替的に、例えば
、ページは、複数のサブタスク（オブジェクト）を含む保守タスク（サブジェクト）の図
面及び／又はテキストによる命令（メディアコンテンツ）、複数の保守活動（オブジェク
ト）を含むサブタスク（サブジェクト）、又は保守活動（サブジェクト／オブジェクト）
を含みうる。
【００５８】
　様々な例示の実行形態では、システム関連文書及び／又はこれらのページを含む文書は
、お互いに一又は複数の論理的関係を有しうる。例えば、システム関連文書に関して、共
通のシステム関連文書を持つページは論理的に関連しているといえ、或いは共通のシステ
ム関連文書内の順番に並んだシーケンスにおいて互いに隣接するページは論理的に関連し
ているといえる。他の事例では、ページは、ページに示される複合システムの部品間の一
又は複数の関係に従って論理的に関連付けられうる。これらの関係には、例えば、空間関
係、設計関係（例：作業分解図（ＷＢＳ）、システム機能、設計系）、機能的関係が含ま
れうる。
【００５９】
　例えば、（部分的に又は完全に）同じ部品を描写するページは、同部品を描写する空間
的関係、設計関係、又は機能的関係に従って論理的に関連しうる。複合システムを描写す
るページは、複合システムのサブシステム、部品、又はフィーチャを描写するページと、
それぞれの部品間の空間、設計、又は機能的関係に従って、論理的に関連しうる。別の例
では、サブシステムを描写するページは、サブシステムの部品、又はフィーチャを描写す
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るページと、それぞれの部品間の空間、設計又は機能的関係に従って、論理的に関連しう
る。更に別の例では、部品を示すページは、部品のフィーチャを示すページと、それぞれ
の部品とフィーチャとの間の空間、設計、機能的関係に従って、論理的に関連しうる。
【００６０】
　別の例では、（部分的又は全体的に）部品を描写するページは、それぞれの部品に実施
される、又はそれぞれの部品を使用して実施される保守タスクを（部分的又は全体的に）
描写しているページに論理的に関連しうる。同様に、部品に実施される、又は部品を使用
して実施される保守タスクを（部分的に又は全体的に）描写しているページは、それぞれ
の部品を（部分的に又は全体的に）描写しているページと論理的に関連しうる。
【００６１】
　更に別の例では、同じ保守タスクを（部分的に又は全体的に）描写しているページは、
互いに論理的に関連しうる。同じ保守タスクのサブタスクを描写しているページは、互い
に論理的に関連しうる。同様に、同じサブタスクの活動を描写しているページは、互いに
論理的に関連しうる。保守タスクを描写しているページは、タスクのサブタスク又は活動
を描写しているページと論理的に関連しうる。サブタスクを描写しているページは、サブ
タスクの活動を描写しているページと論理的に関連しうる。
【００６２】
　パノラマ的視覚化文書レイアウトシステム４００は概して、パノラマ的に配置された、
論理的に関連するページのレイアウトを生成するように構成されうる。文書レイアウトシ
ステムは、検索エンジン４０２と、部品を図式的に示す図面、部品を文字で示すテキスト
リスト、及び／又は部品に行われる又は部品を使用して行われるグラフィカル又はテキス
ト保守タスク（複数可）等の複合システムの部品を図示するリクエスト（例：リソースリ
クエスト）を受取るように構成されたリクエストインターフェースを含みうる。検索エン
ジンは、各々がそれぞれのメディアコンテンツを含み、且つそれぞれのページについての
情報を提供する関連メタデータを有する複数のページを有するパノラマ的視覚化文書コレ
クションのページであってよい、一又は複数の適切なページを識別することができる。こ
のメタデータは例えば、ページが構成要素である文書の種類についての情報、及び／又は
ページのメディアコンテンツについての情報を提供しうる。メタデータは、ページ間の論
理関係を確立するリンクを識別する情報を提供しうる。ページ及びメタデータを、それぞ
れの記憶装置４０４、４０６（例：ファイル記憶装置、データベース記憶装置、クラウド
記憶装置）に記憶させることができる。
【００６３】
　また、パノラマ的視覚化文書レイアウトシステム４００は、レイアウトエンジン４０８
、検索エンジン４０２に結合され、且つレイアウトモデルを選択して識別されたページ（
複数可）を含むページのレイアウトを生成するように構成されたレイアウト生成装置など
も含みうる。これに関しては、レイアウトエンジンは、識別されたページ（複数可）を引
き出し、またそれぞれの記憶装置４０４から、識別されたページの関連メタデータに従っ
て識別された一又は複数の他のページも引き出すことができるように構成可能である。レ
イアウトエンジンは次に、選択されたレイアウトモデル、及び引き出されたページ並びに
それらの関連メタデータによりパノラマ的に配置された、引き出されたページのレイアウ
トを生成することができる。ページを引き出すことに加えて、一実施例のレイアウトエン
ジンは、例えばそれぞれの記憶装置４０６から、関連メタデータを受信するようにも構成
することができる。レイアウトエンジンは、次いで、例えば、レイアウトが表示されうる
ＧＵＩ、又はレイアウトのプリントアウトを生成するためのプリンタへ、レイアウトを伝
送するように構成できる。一例では、レイアウトエンジンは、レイアウトを含むウェブサ
イトを生成することができ、レイアウトを、それぞれのウェブサイトを表示することがで
きる適切なＧＵＩ（例：ＧＵＩ２１０）を提供するように構成された適切なビューア（例
：ウェブブラウザ）に伝送することができる。
【００６４】
　様々な例では、レイアウトは、複合システムの三次元（３Ｄ）提示（モデル）の二次元
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（２Ｄ）導関数の少なくとも幾つかのページを含むことができ、上記３Ｄモデル等からは
その他いかなるページも作成されない。その他の例では、レイアウトは、複合システムの
３Ｄモデルの２Ｄ導電数の少なくとも幾つかのページを含むことができ、上記３Ｄモデル
からは作成されない一又は複数のその他のページも含むことができる。これらの例では、
２Ｄ導関数のページは、複合システムの部品（複数可）を図示する２Ｄ画像のページを含
むことができ、複合システムの座標系内のそれぞれの部品（複数可）の３Ｄ形状を反映す
る情報を含む関連メタデータを有しうる。レイアウトにいずれかが含まれる場合、その他
のページ（複数可）も同様に、複合システムの部品（複数可）を図示しうるが、これらの
他のページ（複数可）は、複合システムの座標系内のそれぞれの部品（複数可）の３Ｄ形
状を反映する関連メタデータの不在情報を有しうる。
【００６５】
　更に特定の例では、フロントエンドシステム１０２によって生成されるポータルの標準
及び／又はカスタムリンクは、パノラマ的視覚化文書コレクションのページ（文書コンポ
ーネント）へのリンクを含みうる。コレクションは、少なくともその内の幾つかが複合シ
ステムの部品を図示する複数のページを含みうる。これらのページ及び場合によってはそ
の他のページは、図示した複合システムの部品の内の少なくとも幾つかの各々に対して、
複合システムの座標系内の複合システムの部品それぞれの３Ｄ形状を反映する情報を含む
関連メタデータを有しうる。ポータルのそれぞれのリンクは、ページのパノラマ的配置へ
ナビゲート可能でありうる。パノラマ的に配置されたページは、バーコードが位置づけさ
れた複合システムの部品を図示する特定ページと、特定ページの関連メタデータに従って
識別された一又は複数の他のページを含みうる。このそれぞれのメタデータは更に、特定
ページと、それぞれの他のページ（複数可）との間のリンクを識別する情報を含みうる。
【００６６】
　本発明の例示の実行形態のパノラマ的視覚化文書レイアウトシステム４００は従って、
ページ間の論理関係に従ってレイアウトのページ配置を提供することができ、一例の航空
機等の複合システムにおいては、複合システムの部品間の空間、設計又は機能的関係を反
映しうる。ページは、論理関係、様々な例においては、空間、設計又は機能的関係を反映
するような形でパノラマ的に配置することができる。この配置により、ユーザが、単一ビ
ューで、さもなければ把握するのが困難でありうる関係をより良く理解しやすくなる方法
で、ページを見ることが可能になりうる。複合システムにおいては例えば、配置により、
大量の情報を含む文書を見直すのに要する時間を削減することができるばかりか、複合シ
ステムとその部品が互いにどのように関連し合っているかを理解するための情報調査に要
する時間と苦労をも軽減しうる。
【００６７】
　適切なパノラマ的視覚化システム４００に関連する更なる情報については、いずれも２
０１３年１月２８日出願の、「Ｐａｎｏｐｔｉｃ　Ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　
Ｅｌｅｍｅｎｔｓ　ｏｆ　ａ　Ｃｏｍｐｌｅｘ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｕｓｉｎｇ　ａ　Ｍｏｄ
ｅｌ　Ｖｉｅｗｅｒ」と題する米国特許出願第１３／７５１，９３７号明細書、「Ｐａｎ
ｏｐｔｉｃ　Ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｅｌｅｍｅｎｔｓ　ｏｆ　ａ　Ｃｏｍ
ｐｌｅｘ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｕｓｉｎｇ　Ｌｏｃａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　Ｐｏｉｎ
ｔ　ｏｎ　ａ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｉｎｓｔａｎｃｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃｏｍｐｌｅｘ　
Ｓｙｓｔｅｍ」と題する米国特許出願第１３／７５１，９９４号明細書、「Ｐａｎｏｐｔ
ｉｃ　Ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　
Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　Ｃｏｍｐｌｅｘ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題する米
国特許出願第１３／７５２，０６０号明細書を参照のこと。Ｐａｎｏｐｔｉｃ　Ｖｉｓｕ
ａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｒｅｐｒｅｓｅ
ｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　Ｃｏｍｐｌｅｘ　Ｓｙｓｔｅｍ，　ａｌｌ　ｏｆ　ｗｈｉｃ
ｈ　ｆｉｌｅｄ　ｏｎ　Ｊａｎｕａｒｙ　２８，　２０１３．追加の情報は、いずれも２
０１２年３月８日出願の、「Ｐａｎｏｐｔｉｃ　Ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｄｏｃｕ
ｍｅｎｔ　Ｌａｙｏｕｔ」と題する米国特許出願第１３／４１４，９８７号明細書、「Ｐ
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ａｎｏｐｔｉｃ　Ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏ
ｎ」と題する米国特許出願第１３／４１４，９６４号明細書、「Ｐａｎｏｐｔｉｃ　Ｖｉ
ｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ」と題する米国特許
出願第１３／４１４，９４０号明細書、及び２０１１年３月２５日出願の「Ｉｍａｇｅ　
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ」と題する米国特許出願第１
３／０７２，２１７号明細書にも記載されている。Ｉｍａｇｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　
ａｎｄ　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ，　ｆｉｌｅｄ　ｏｎ　Ｍａｒｃｈ　２５，　２０１
１．
【００６８】
　図５に、様々な例示の実行形態において、ホストシステム１０６と対応しうる文書デー
タベースシステム５００を示す。文書データベースシステムは概して、（各々が一又は複
数のページを含みうる）システム関連文書のデータベース（複数可）を作成し、管理する
ように構成されうる。図示したように、文書データベースシステムは、一又は複数のデー
タベース５０２と、データベース管理システム（ＤＢＭＳ）５０４とを含みうる。データ
ベースは、例えばデータベースをリレーショナルデータベースと呼びうるリレーショナル
データモデル等の幾つかの異なるデータモデルのいずれかに従って、構造化することがで
きる。データベースは、複合システムの部品のシステム関連文書を記憶するように構成す
ることができ、一例において、少なくとも幾つかの部品の内の各部品のシステム関連文書
の個別のデータベースを含みうる。文書は、（しばしばリレーションと呼ばれる）一又は
複数の表の（しばしば列又はタプルと呼ばれる）記録に記憶させることができる。文書は
、データベースに、例えば数字、日付と時間、文字列等の幾つかの異なる種類のデータの
いずれかとして、フォーマットすることができる。一例では、一又は複数の文書を、バイ
ナリラージオブジェクト（ＢＬＯＢ）の形態の文字列として記憶させることができる。
【００６９】
　ＤＢＭＳ５０４は概して、データベース５０２を管理するように構成することができ、
一例のリレーショナルデータベースにおいて、ＤＢＭＳは、リレーショナルデータベース
管理システム（ＲＤＢＭＳ）と呼ばれる。ＤＢＭＳは、データベースのデータの組織化、
記憶及び引き出しを制御するように構成されうる。ＤＢＭＳは、データベースのセキュリ
ティとインテグリティを制御するようにも構成されうる。
【００７０】
　ＤＢＭＳ５０４は、データベース５０２に対して一又は複数の機能又は操作を実施する
ための任意の数の異なるサブシステム（各々は個別のシステム）のいずれかを含むことが
できる。図示したように、例えば、ＤＢＭＳは概して、ＤＢＭＳでデータを管理するよう
に構成されたＤＢＭＳエンジン５１０と、データベースにおけるデータの追加、変更及び
削除と、データについてのデータベースへのクエリを制御するように概して構成されたデ
ータ操作サブシステム５１２とを含みうる。
【００７１】
　データ操作サブシステム５１２は、単独の、あるいはデータ操作言語（ＤＭＬ）エンジ
ンと組み合わさったクエリ言語エンジン５１４を含むことができ、データベース５０２の
データを追加する、変更する及び／又は削除するためのクエリ又はリクエスト、及び／又
はデータベースへのデータについてのクエリを受取るように構成されうる。このリクエス
トは、一又は複数のクエリ言語ステートメントの形態であってよく、クエリ言語エンジン
は、クエリ言語ステートメントを、ＤＢＭＳエンジン５１０によって理解可能なフォーマ
ットに変換するように構成されうる。一例では、クエリ言語エンジンは、パーサーとクエ
リオプティマイザを含みうる。パーサーは、クエリ言語ステートメントをシンタックスの
基本単位に分離、あるいは分解して、ステートメントが任意の数のシンタックスルールに
従うようにするように構成することができる。クエリオプティマイザは、クエリ言語ステ
ートメントを調べて、クエリ言語ステートメントを実行する最も効率的な方法を決定する
ように構成されうる。
【００７２】
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　ＤＢＭＳエンジン５１０は、クエリ言語エンジン５１４のクエリオプティマイザによっ
て決定される方法等で、クエリ言語ステートメントを実行するように構成されうる。一例
では、ＤＢＭＳエンジンは、トランザクションマネージャ及びファイルマネージャを含み
うる。トランザクションマネージャは、許可を実施し、文書データベース管理システム５
００内での不一致をなくす、又は防止するように構成されうる。ファイルマネージャは、
リクエストによって、データベース５０２上の入力／出力操作を制御するように構成され
うる。
【００７３】
　様々な場合において、データ操作サブシステム５１２のクエリ言語エンジン５１４は、
例えば、データベースの一又は複数のシステム関連文書についてのリクエスト等の、デー
タベース５０２からのデータについての引き出しリクエストを受取ることができる。一例
において、リクエスト（例：リソースのリクエスト）は、例えば、部品を図式的に示す図
面、部品を文字で示すテキストリスト、及び／又は部品に行われる又は部品を使用して実
施されるグラフィカル又はテキスト保守タスク（複数可）等の、複合システムの部品のシ
ステム関連文書（複数可）についてのリクエストであってよい。ＤＢＳエンジン５１０は
、クエリ言語エンジンからリクエストを受取り、このリクエストを実行することができる
。一例では、ＤＢＳエンジンのファイルマネージャは、データベースからそれぞれのシス
テム関連文書（複数可）を引き出すために呼び出されうる。ファイルマネージャは次に、
文書（複数可）をクエリ言語エンジンに返すように構成されうる。クエリ言語エンジンは
、例えば、文書（複数可）が表示されうるＧＵＩ、又は文書（複数可）プリントアウトを
生成するプリンタなどへ、文書（複数可）を伝送するように構成されうる。
【００７４】
　様々な他の場合において、データ操作サブシステム５１２のクエリ言語エンジン５１４
は、データベース５０２にデータを追加する挿入リクエストを受取ることができる。一例
では、クエリ言語エンジンは、フロントエンドシステム１０２（例：フロントエンドシス
テム２００）から挿入リクエストを受取ることができる。この例におけるリクエストには
、システム関連文書が含まれうる。ＤＢＳエンジン５１０は、クエリ言語エンジンからリ
クエストを受取ることができ、それ自体のファイルマネージャを通して、システム関連文
書をデータベース５０２に記憶させることができる。このプロセス又は同様のプロセスを
、データベースのデータを変更するために実行することも可能である。
【００７５】
　本発明の例示の実行形態をさらに説明するために、本発明の例示の実行形態による、所
定の可視領域を有し、ユーザによってナビゲートされうるＧＵＩに表示されうるシステム
関連ページの例示的なポータル、及びレイアウトを示す図６及び７～９をここで参照する
。図６に、航空機の部品のポータル６００を示す。ポータルは、名前６０２と整理番号６
０４によって部品を識別し、部品を図示する図面６０６、６０８と、航空機内の部品の場
所を含む。ポータルは、部品の様々なシステム関連リソースへのリンク６１０（ラベルと
参照）も含む。リンクには、それぞれのリソースを表すシステム関連リソースへの参照及
び可視のテキストラベルが含まれうる。これに関して、ポータルには、他のシステム関連
リソースを表すテキストラベル６１２も含まれうるが、それぞれのリソースへの参照は含
まれない。様々な例において、参照が含まれないこれらのラベルは、存在しないリソース
を反映しうる、又はユーザがアクセスするための適切なエンタイトルメントを有さないリ
ソースを反映しうる。
【００７６】
　例示の実行形態によれば、ユーザは、一例においてレイアウトにパノラマ的に配置され
うる、部品のシステム関連ページにアクセスするために、ポータル６００のリンク６１０
の内の一つをナビゲートしうる。図７～９に、ある適切なレイアウトの一例を示す。更に
具体的には、図７～９に、所定の可視領域７００を有するＧＵＩに表示された階層的レイ
アウトモデルによるレイアウトの一実施例を示す。図示されるように、階層的レイアウト
モデルによるレイアウトは、複数のページ７０２を含むことができ、一実施例では、それ
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らのページの各々は、それぞれの解像度でのページの部分画像である。種々のページは、
レイアウト内に異なる解像度を有することができ、ページ７０４はページ７０６よりも高
い解像度を有し、次いで、ページ７０６はページ７０８よりも高い解像度を有し次いで、
ページ７０８はページ７０８よりも階層が低い他のページよりも高い解像度を有している
。
【００７７】
　ページは、ページ間での論理関係（複数可）に従ってレイアウトに配置され及び／又は
サイズが決定される。図示した例では、ページ７０２は主に航空機の３Ｄモデルの２Ｄ導
関数からのものであるが、３Ｄモデルから作成されていない一又は複数の他のページも含
むことができ、オブジェクト－サブジェクトの関係を有しうる。より具体的には、例えば
、階層レベルでのページのオブジェクト（複数可）は、階層においてそれより下のページ
のサブジェクト（複数可）とされ、一つの実施例のサブジェクト（複数可）は、オブジェ
クト（複数可）に関して付加的なディテールとされる。
【００７８】
　より具体的には、例えば、ページ７０４は、航空機全体の外装の投影図を示すことがで
きる。ページ７０６は、翼と翼ボックス、尾部、胴体、着陸ギア、エンジン、及びドアア
センブリを各々図示している。図示した例では、翼と翼ボックス、尾部、胴体、エンジン
、及びドアアセンブリを示すページ７０６は、３Ｄモデルの２Ｄ導関数からであってよい
が、着陸ギアを図示するページ７０６は、３Ｄモデルから作成されない場合がある。ペー
ジ７０８は、ページ７０６各々によって図示される部品（複数可）について更に詳細を図
示している。各ページ７０６（着陸ギアのページ以外）、７０８は、投影図、前面図、上
面図及び（左又は右）側面図等の、それぞれの部品を示す４つのビューである。しかしな
がら、可視領域７００において、ページ７０８（及び場合によりページ７０６）は、それ
らのメディアコンテンツがユーザにより部分的にのみ認識される又は全く認識されない解
像度で提示されることもある。もちろん、他の例示の実行形態では、ページ７０８は、実
質的にすべてのそれらのメディアコンテンツが理解されるように、十分な解像度で提示さ
れてもよい。
【００７９】
　ＧＵＩは、ページ７０２のレイアウトをナビゲートするための一又は複数の選択された
ナビゲーションオプションを提示することができる。この実施例では、パン及びズームナ
ビゲーションオプションは、可視領域７００のページのサイズを移動及び／又は拡大し、
レイアウトの部分７１２をフォーカスするために、操作装置７１０の形態で提示されうる
。要するに、ユーザは、レイアウトを移動及び／又は拡大して、レイアウトの部分でＧＵ
Ｉの可視領域の大部分を満たすために、前述の操作装置を作動させることができる。図８
は、この方法でレイアウトをナビゲートする結果の一例を示す。
【００８０】
　図８で示されたように、ユーザがレイアウトの部分７１２をフォーカスするために操作
装置７１０を作動させると、ページ７０４－７０８のサイズが拡大し、一つの実施例では
、ページ７０４－７０６の部分画像を高い解像度の対応する部分画像と交換することが含
まれる。部分画像の解像度により、ユーザは、実質的に、提示されたメディアコンテンツ
のすべてを理解できる。それぞれのページのサイズは次の部分画像を示すレベルまで拡大
されないこともあるので、このビューでは、ページ７０８はユーザが理解できるほど十分
な解像度で提示できなくてもよい。すなわち、画像サイズを拡大した後であっても、サイ
ズはやはり同じ部分画像に最も近似するため、より高い解像度の次の部分画像には交換さ
れない。ページ７０４の部分のみがＧＵＩの可視領域内にあり、且つそれぞれのページが
タイルに分割された一実施例では、それぞれのページの可視部分を覆うこれらのタイルの
みが引き出され且つ表示されうる。
【００８１】
　この実施例では、ユーザは、例えば図９に示すように、操作装置７１０を再び作動させ
て、レイアウトのより小さい部分８０２をフォーカスするためにビューを移動する及び／
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又はサイズ変更することができる。前述と同様に、ユーザはレイアウトの部分８０２をフ
ォーカスするために操作装置７１０を作動させるので、ページ７０４－７０８のサイズは
拡大し、一の実施例では、ページ７０８の部分画像を高い解像度の対応する部分画像と交
換することをさらに含むことができる。
【００８２】
　本発明の例示の実行形態は、様々な潜在的用途、具体的には、例えば、航空宇宙、船舶
、及び自動車における用途を含む輸送産業においての使用が見い出され得る。ある適切な
用途は、航空機及びその部品等の複合システムの製造、保守及び補修、及び／又はライフ
サイクルの追跡を支持する状況におけるものである。図１０をここで参照する。例示の実
行形態は、各々がシステムインテグレータ、第三者及び／又はオペレータによって実施さ
れうる、又は行われうる幾つかのプロセスを含む航空機の製造及び保守方法１０００にお
いて使用されうる。
【００８３】
　図１０に示すように、試作段階では、例示の方法には、航空機の仕様及び設計１００２
、製造シーケンス及び処理計画１００４、及び材料の調達１００６が含まれうる。製造段
階では、航空機の、構成要素及びサブアセンブリの製造１００８と、システムインテグレ
ーション１０１０とが行われる。その後、製造後の段階において、航空機は、認可及び納
品１０１２を経て運航１０１４に供されうる。顧客によって運航されている間（及び製造
後段階）の幾つかの場合において、航空機には保守（例：定期的保守、ライン保守）又は
補修１０１６（修正、再構成、改修等も含まれうる）が行われうる。
【００８４】
　様々な例において、本発明のシステム及び方法は、例示の方法の一又は複数のプロセス
のいずれかにおいて用いられうる。試作段階（例：材料の調達１００６）、製造段階（例
：構成要素及びサブアセンブリの製造１００８、システムインテグレーション１０１０）
、及び／又は製造後段階（例：認可及び納品１０１２、運航１０１４、保守又は補修１０
１６）において、例えば、それぞれの航空機の部品のシステム関連リソースへのバーコー
ドで符号化されたリンクを含むバーコードが生成され、単独で、又は場合によってはラベ
ルの一部として、それぞれの部品に適用されうる。システム関連リソースには、製造管理
システム、及び／又は設計記録、製造記録、受取記録、設置命令及び記録、再加工記録、
試験記録等の技術記録が含まれうる。システム関連リソースは、パノラマ的視覚化文書レ
イアウトシステム、文書データベースシステム等の一又は複数のリソースホストシステム
１０６（複数可）によってホストされうる。いかなる部品にも、システムインテグレータ
、第三者、又はオペレータによって各々生成され適用されうる、一又は複数のバーコード
が含まれうる。
【００８５】
　様々な航空機の部品のシステム関連リソースは、航空機の製造段階（例：構成要素及び
サブアセンブリの製造１００８、システムインテグレーション１０１０）において閲覧す
るために、フロントエンドシステム１０２からアクセス可能であってよい。幾つかの例で
は、フロントエンドシステムは、ポータブル電子装置によって実行されうる。少なくとも
幾つかのリソースホストシステム１０６（複数可）は、フロントエンドシステムから遠隔
アクセス可能であってよく、幾つかの例では、一又は複数のリソースホストシステム（複
数可）はローカルで、同じポータブル電子装置の実行等を通して、フロントエンドシステ
ムと同じ場所に位置づけされていてよい。
【００８６】
　部品上のバーコードを位置づけしスキャンすることができ、バーコードのリンクを復号
して、ＧＵＩ、例えば適切なポータル等の表示することができる。リンクには標準リンク
、及び場合によっては他のカスタムリンク（フロントエンドシステムに対してローカルで
ある、又はリンク管理システム１０４から引き出される）が含まれうる。一又は複数のリ
ンクのナビゲーションが次に、部品のそれぞれのシステム関連リソース（複数可）にアク
セスするために、ＧＵＩを通して行われうる。所望、又は必要に応じて、製造段階（構成
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要素及びサブアセンブリの製造１００８、システムインテグレーション１０１０）、及び
／又は認可及び納品１０１２等の製造後段階において、航空機が運航１０１４されている
間、及び／又は航空機の保守又は補修１０１６の間に、様々な部品のシステム関連リソー
スにアクセスすることができる。
【００８７】
　一例では、本発明のシステム及び方法を、航空機の保守又は補修１０１６の間に用いる
ことができる。一例では、部品の技術記録には、保守記録、修理記録等が含まれていてよ
く、これらにアクセスして、航空機に実施される保守又は補修活動と一致するように更新
することができる。
【００８８】
　様々な例において、本発明のシステム及び方法を、航空機の保守又は補修１０１６を迅
速に行うことができる交換又はスペア部品、又は適切な代替部品の利用可能性を決定する
ことを可能にするために、システム関連リソースへのアクセスに用いることができる。こ
の例において、ポータルには、特定の部品の代替物（複数可）に関する情報を提供しうる
、ＡＩＰＣへの標準リンク又はカスタムリンクが含まれうる。ポータルには、部品情報シ
ステム、スペア部品管理システム、部品サプライヤシステム等のシステムへの標準リンク
又はカスタムリンクも含まれうる。これらのシステムは、交換又はスペア部品、又は適切
な代替部品の利用可能性に関する情報を提供しうる。
【００８９】
　説明したように、航空機の製造及び保守１０００を通して、様々な部品のシステム関連
リソースにアクセスすることができる。しかしながら幾つかの例においては、少なくとも
ある期間の間部品が設置される航空機から部品を取り外している間、また取り外した後で
さえも、部品の様々なシステム関連リソースにアクセスすることができる。一例では、フ
ロントエンドシステムによって生成される整理された部品のポータルには、部品の取り外
しの表示を受取ることができ、部品又は航空機の一又は複数の技術記録を更新することが
できる適切な保守システムへリンクしうる、一又は複数のユーザインターフェース制御が
含まれうる。
【００９０】
　幾つかのシステム関連リソースは概して、システムインテグレータ、第三者、及び／又
はオペレータ等の幾つかの当事者による所有及び処理が含まれうる、部品のライフサイク
ル全体を通して更にアクセス可能であってよい。これは、部品のライフサイクル全体を通
してそれぞれの部品をたどることができる、整理された部品の技術記録にアクセスして、
更新を可能にすることにおいて特に利点となりうる。上で示すように、これらの記録には
、例えば、設計記録、製造記録、受取記録、設置命令及び記録、再加工記録、試験記録、
保守記録、修理記録等が含まれうる。一例では、保守記録及び／又は修理記録等の記録は
、部品のライフサイクル全体を通してアクセス及び更新が可能である。これにより特定の
航空機において、経年航空機安全規則（ＡＡＳＲ）等のＦＡＡ要件の順守が促進されうる
。
【００９１】
　本明細書に具現化されたシステム及び方法は従って、例示の製造及び保守方法１０００
の一又は複数の任意の段階で採用され得る。例えば、システムの実行形態、方法の実行形
態又はこれらの組み合わせを、構成要素及びサブアセンブリの製造１００８及びシステム
インテグレーション１０１０、及び／又は認可及び納品１０１２の段階で用いることがで
きる。同様に、例えば、システムの実行形態、方法の実行形態、又はこれらの組み合わせ
を、航空機の運航１０１４、及び／又は保守及び補修１０１６の段階で利用することがで
きる。これにより、航空機の組立て、及び／又はメンテナンス及び保守が迅速に処理され
うる、又はその費用が削減されうる。
【００９２】
　本発明の例示の実行形態によれば、フロントエンドシステム１０２、リンク管理システ
ム１０４及び／又はリソースホストシステム１０６（複数可）を含むリソースアクセスシ
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ステム１００とそのサブシステムを、様々な手段で実行することができる。同様に、それ
ぞれの要素を各々含む、フロントエンドシステム２００、リンク管理システム３００、パ
ノラマ的視覚化文書レイアウトシステム４００（リソースホストシステム）及び文書デー
タベースシステム５００（リソースホストシステム）の例を、例示の実行形態に従って様
々な手段によって実行されうる。システム、サブシステム及びそれぞれの要素を実行する
ための手段は、単独のハードウェア、あるいは、コンピュータ可読記憶媒体からの１以上
のコンピュータプログラムコード命令、プログラム命令又は実行可能なコンピュータ可読
プログラムコード命令の指示下にあるハードウェアを備えることができる。
【００９３】
　一実施例では、本明細書の中において図示及び記載されるシステム、サブシステム、及
びそれぞれの要素として機能するか、又はそうでなければそれらを実行するように構成さ
れる１以上の装置が提供されうる。複数の装置を含む実施例では、それぞれの装置は、有
線又は無線ネットワークなどを介して直接的に又は間接的になど、任意の数の異なる方法
で、互いに接続され、又はそうでなければ連通していてよい。
【００９４】
　概して、本発明の例示の実行形態の装置は、一又は複数の固定又は持ち運び可能な、ハ
ードウェアベースの電子装置を備える、含む、又はそのような電子装置内において具現化
されうる。好適な電子装置の例は、スマートフォン、タブレット型コンピュータ、ラップ
トップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、ワークステーションコンピュータ、サ
ーバコンピュータなどを含む。装置は、例えばメモリ（例えば、記憶装置）に接続された
プロセッサ（例えば、プロセッサユニット）といった、一又は複数の、いくつかの構成要
素の各々を含みうる。
【００９５】
　プロセッサは概して、たとえば、データ、コンピュータ可読プログラムコード、命令（
ソフトウェア、ファームウェアなど、概して「コンピュータプログラム」）などの情報、
及び／又は他の適する電子情報を処理できる任意のハードウェアである。具体的には、例
えば、プロセッサは、プロセッサに搭載された状態で記憶された又はそうでなければ（同
じ又は別の装置の）メモリに記憶される、コンピュータプログラムを実行するように構成
することができる。プロセッサは、特定の実行形態に応じて、任意の数のプロセッサ、マ
ルチプロセッサコア、又は他の何らかの種類のプロセッサであってもよい。さらに、プロ
セッサは、単一のチップ上に主要プロセッサと共に一又は複数の二次プロセッサが存在す
る任意の数の異種プロセッサシステムを使用して実行されてもよい。別の例示的な実施例
として、プロセッサは同一形態の複数のプロセッサを含む対称型マルチプロセッサシステ
ムであってもよい。さらに別の実施例では、プロセッサは、一又は複数の特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）などとして具
現化される、又はそうでなければそれらを含むことができる。したがって、プロセッサは
一又は複数の機能を実行するためのコンピュータプログラムを実行できるが、種々の実施
例のプロセッサは、コンピュータプログラムの支援がなくとも一又は複数の機能を実施す
ることができる。
【００９６】
　メモリは、概して、例えば一時的及び／又は永続的に、データ、コンピュータプログラ
ム及び／又は他の好適な情報などの情報を記憶できる任意のハードウェアである。メモリ
は、揮発性及び／又は不揮発性メモリを含み、固定でも取り外し可能でもよい。好適なメ
モリの実施例は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ハ
ードドライブ、フラッシュメモリ、サムドライブ、取り外し可能なコンピュータディスケ
ット、光ディスク、磁気テープ又はそれらの何らかの組み合わせを含む。光ディスクには
、コンパクトディスク－読み出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、コンパクトディスク－リ
ード／ライト（ＣＤ－Ｒ／Ｗ）、及びＤＶＤなどが含まれる。種々の実施例では、メモリ
はコンピュータ可読記憶媒体と呼ばれ、情報を記憶できる永続的装置として、一つの場所
から別の場所へ情報を伝送できる電子的な一時的な信号などのコンピュータ可読伝送媒体
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と区別することができる。本明細書に記載されるコンピュータ可読媒体は、概して、コン
ピュータ可読記憶媒体又はコンピュータ可読伝送媒体を指している。
【００９７】
　メモリに加えて、プロセッサも、情報を表示し、伝送し、及び／又は受信するための一
又は複数のインターフェースに接続されうる。インターフェースは、通信インターフェー
ス（例えば、通信ユニット）、及び／又は一又は複数のユーザインターフェースを含みう
る。通信インターフェースは、他の装置（複数可）、ネットワーク（複数可）などへ情報
を伝送し、及び／又はそれらから情報を受信するよう設定されうる。通信インターフェー
スは、物理的な（有線の）及び／又は無線の通信リンクによって、情報を伝送及び／又は
受信するよう設定されうる。好適な通信インターフェースの例は、ネットワークインター
フェースコントローラ（ＮＩＣ）、無線ＮＩＣ（ＷＮＩＣ）などを含む。
【００９８】
　ユーザインターフェースは、ディスプレイ及び／又は一又は複数のユーザ入力インター
フェース（例えば、入出力ユニット）を含みうる。ディスプレイは、ユーザに情報を提示
するか、又は他の方法で表示するよう設定されてよく、好適な実施例としては液晶ディス
プレイ（ＬＣＤ）、発光ダイオードディスプレイ（ＬＥＤ）、プラズマディスプレイパネ
ル（ＰＤＰ）などを含む。ユーザ入力インターフェースは、有線又は無線であり、かつ、
処理、記憶及び／又は表示用などの装置にユーザからの情報を受け入れるよう設定されう
る。ユーザ入力インターフェースの好適な例は、マイク、画像又はビデオ捕捉デバイス、
キーボード又はキーパッド、ジョイスティック、（タッチスクリーンとは別個の、又はタ
ッチスクリーンに組み込まれた）タッチ感応サーフェス、生体認証センサなどを含む。ユ
ーザインターフェースは、プリンタ、スキャナなどといった周辺機器と通信するための一
又は複数のインターフェースを更に含みうる。
【００９９】
　上述のように、プログラムコード命令は、本明細書に記載されるシステム、サブシステ
ム及びそれらに対応の要素の機能を実施するために、メモリに記憶してプロセッサにより
実行可能である。理解されるように、任意の好適なプログラムコード命令は、コンピュー
タ可読記憶媒体からコンピュータ又はその他のプログラム可能装置に読み込まれ、本明細
書で特定される機能を実施する手段となるように特定のマシンが製造される。また、これ
らのプログラムコード命令は、コンピュータ、プロセッサ、又はその他のプログラム可能
な装置を特定の方法で機能させることにより特定のマシン又は特定の製造品を生成する、
コンピュータ可読記憶媒体にも記憶されうる。コンピュータ可読記憶媒体に記憶された命
令は、製造品を生産することができ、この製造品は本明細書に記載される機能を実施する
ための手段となる。コンピュータ、プロセッサ又は他のプログラム可能な装置が、コンピ
ュータ、プロセッサ又は他のプログラム可能な装置上で或いはそれらによって実行される
操作を実行するように構成するため、プログラムコード命令がコンピュータ可読記憶媒体
から引き出され、コンピュータ、プロセッサ又は他のプログラム可能な装置にロードされ
てもよい。
【０１００】
　一回に１つの命令が引き出され、ロードされ且つ実行されるように、プログラムコード
命令の引き出し、ロード及び実行は連続して行われてもよい。幾つかの例示の実行形態で
は、複数の命令をまとめて引き出し、ロードし及び／又は実行するために、引き出し、ロ
ード、及び／又は実行を並行して行なうことができる。コンピュータ、プロセッサ、又は
その他のプログラム可能な装置により実行される命令が本明細書に記載される機能を実行
するための操作を提供するように、プログラムコード命令の実行により、コンピュータで
実行されるプロセスが生成されうる。
【０１０１】
　プロセッサによる指令の実行、又は、コンピュータ可読記憶媒体での命令の記憶により
、特定の機能を実行するための操作の組み合わせがサポートされる。一又は複数の機能、
及び機能の組み合わせは、特殊用途ハードウェアに基づくコンピュータシステム、及び／
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又は、特定の機能を実行するプロセッサ、或いは、特殊用途ハードウェアとプログラムコ
ード指令との組み合わせによって実行されうることも、理解されよう。
【０１０２】
　説明したように、本発明の例示の実行形態は、複合システムとその部品のシステム関連
リソースにアクセスするための、効率的で安価な時間を節約するシステム及び方法を提供
する。例示の実行形態はまた、ユーザが大量のページを同時に、また迅速に見て視覚的に
検索することを可能にしうる、様々なシステム関連文書のパノラマ的配置も提供しうる。
ユーザが概して、対象となるページ（複数可）の外観をおおよそ知っている、又はそれぞ
れのページ（複数可）と他のページの間の論理的関係を知っている場合においては、ペー
ジのパノラマ的配置により、ユーザが対象のページ（複数可）を見つけて使用することが
可能になりうる。ユーザは、大量のページに伴う物理的空間を要さずに、物理的な世界に
置かれたかのようにページを見ることができる。
【０１０３】
　更に、本発明は下記の条項による実施形態を含む。
【０１０４】
　条項１５　コンピュータ可読プログラムコード部分が記憶されたコンピュータ可読記憶
媒体であって、プロセッサによる実行に応じて、装置に少なくとも、
複合システムの部品に位置づけされ、且つ複合システムの部品の各システム関連リソース
へのリンクを符号化するバーコードからリンクを復号することであって、システム関連リ
ソースは、ソフトウェアベースのシステム又は電子文書に内の少なくとも一つを含む、リ
ンクを復号することと、
複合システムの部品を識別し、バーコードから復号されたリンクを含むポータルを生成す
ることと、
複合システムの部品の各システム関連リソースにアクセスするために、リンクをナビゲー
トすることができる、グラフィカルユーザインターフェースにポータルを表示することと
を行わせる、コンピュータ可読記憶媒体。
【０１０５】
　条項１６　バーコードによって符号化されたバーコード又はリンクが暗号化され、コン
ピュータ可読記憶媒体は更に、その中に記憶されたコンピュータ可読プログラムコード部
分を有し、プロセッサによる実行に応じて、装置に更に、それぞれのバーコード又はリン
クを解読させる、条項１５に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【０１０６】
　条項１７　バーコードによって符号化されたリンクは標準リンクであり、コンピュータ
可読記憶媒体は更に、その中に記憶されたコンピュータ可読プログラムコード部分を有し
、プロセッサによる実行に応じて、装置に更に、複合システムの部品のシステム関連リソ
ースへの他のカスタムリンクを引き出させ、
ポータルが、複合システムの部品を識別し、標準リンクとカスタムリンクの両方を含む、
条項１５に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【０１０７】
　条項１８　他のカスタムリンクを引き出させられる装置は、装置のそれぞれの記憶装置
（２０６）から少なくとも一つのカスタムリンクを引き出させられることを含む、条項１
５に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【０１０８】
　条項１９　他のカスタムリンクを引き出させられる装置は、装置から遠く離れたリンク
管理システム（１０４）から少なくとも一つのカスタムリンクを引き出させられることを
含む、条項１５に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【０１０９】
　条項２０　少なくともその内の一つが装置によって実行される一又は複数のリソースホ
ストシステム（１０６）によってシステム関連リソースがホストされる、条項１５に記載
のコンピュータ可読記憶媒体。
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【０１１０】
　条項２１　リンクは、アクセス制限されたシステム関連リソースへのリンクを含み、コ
ンピュータ可読記憶媒体は更に、その中に記憶されたコンピュータ可読プログラムコード
部分を有し、プロセッサによる実行に応じて、装置に更に、それぞれのリンクのナビゲー
ションに応じて、アクセス制限されたシステム関連リソースにアクセスするためのユーザ
の認証及び許可を完全に又は部分的に自動化させる、条項１５に記載のコンピュータ可読
記憶媒体。
【０１１１】
　これらの開示内容に関連して、上記の説明及び添付図面に提示された教示の恩恵を有す
る、本明細書に記載された本開示の多数の修正例及び他の実行形態が、当業者には想起さ
れるであろう。したがって、本開示は開示した特定の実行形態に限定されるものでなく、
変形及び他の実行形態は添付の特許請求の範囲に含まれることを意図しているものと理解
されたい。さらに、上述の説明及び添付図面は、要素及び／又は機能の特定の実施例の組
み合わせに照らして例示の実行形態を説明しているが、添付の特許請求の範囲から逸脱せ
ずに、代替的な実行形態によって要素及び／又は機能の異なる組み合わせが提供されても
よいと理解されたい。これに関しては、たとえば、明確に上述した要素及び／又は機能と
は異なる要素及び／又は機能の組み合わせもまた考えられ、添付の特許請求項の範囲のい
くつかの項に記載される。本明細書では特定の用語が使用されるが、それらは、一般的及
び説明的な意味でのみ使用されており、限定を目的とするものではない。
　また、本願は以下に記載する態様を含む。
（態様１）
　複合システムの部品のためのシステム関連リソースへのアクセスシステム（１００）で
あって、前記システムは、
複合システムの部品に位置づけされたバーコードをスキャンするように構成されたバーコ
ードリーダ（２０２）を備え、前記バーコードは、前記複合システムの部品のための各シ
ステム関連リソースへのリンクを符号化し、前記システム関連リソースは、ソフトウェア
ベースシステム又は電子文書の内の少なくとも一つを含み、前記バーコードリーダ（２０
２）は、前記バーコードから前記リンクを復号するように構成されており、
前記システムは、前記バーコードリーダ（２０２）に結合され、且つ前記複合システムの
部品を識別し前記バーコードから復号された前記リンクを含むポータルを生成するように
構成されたフロントエンドエンジン（２０４）を備え、前記フロントエンドエンジン（２
０４）は、前記複合システムの部品のためのそれぞれのシステム関連リソースにアクセス
するためにリンクがナビゲート可能なグラフィカルユーザインターフェースに前記ポータ
ルを表示させるように構成されている、システム（１００）。
（態様２）
　前記バーコード又は前記バーコードによって符号化された前記リンクが暗号化され、前
記バーコードリーダ（２０２）又はフロントエンドエンジン（２０４）は、各前記バーコ
ード又はリンクを解読するように構成される、態様１に記載のシステム（１００）。
（態様３）
　前記バーコードによって符号化された前記リンクは標準リンクであり、前記フロントエ
ンドエンジン（２０４）は更に、前記複合システムの部品のためのシステム関連リソース
への他のカスタムリンクを引き出すように構成され、
前記フロントエンドエンジン（２０４）によって生成された前記ポータルは前記複合シス
テムの部品を識別し、標準リンクとカスタムリンクの両方を含む、態様１に記載のシステ
ム（１００）。
（態様４）
　前記バーコードリーダ（２０２）及びフロントエンドエンジン（２０４）は、ハードウ
ェアベースの電子装置によって実装され、
他のカスタムリンクを引き出すように構成された前記フロントエンドエンジン（２０４）
は、前記電子装置において各記憶装置（２０６）から少なくとも一つのカスタムリンクを
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引き出すように構成されることを含む、態様１に記載のシステム（１００）。
（態様５）
　前記バーコードリーダ（２０２）とフロントエンドエンジン（２０４）は、ハードウェ
アベースの電子装置によって実装され、
他のカスタムリンクを引き出すように構成された前記フロントエンドエンジン（２０４）
は、前記電子装置から遠く離れたリンク管理（１０４）システムから少なくとも一つのカ
スタムリンクを引き出すように構成されることを含む、態様１に記載のシステム（１００
）。
（態様６）
　前記バーコードリーダ（２０２）とフロントエンドエンジン（２０４）は、ハードウェ
アベースの電子装置によって実装され、
前記システム関連リソースは、一又は複数のリソースホスト（１０６）システムによって
ホストされ、前記一又は複数のリソースホスト（１０６）システムの内の少なくとも一つ
も、前記電子装置によって実装される、態様１に記載のシステム（１００）。
（態様７）
　前記リンクは、アクセス制限されたシステム関連リソースへのリンクを含み、
各リンクのナビゲーションに応じて、前記フロントエンドエンジン（２０４）が前記アク
セス制限されたシステム関連リソースにアクセスするためのユーザの認証及び許可を完全
に又は部分的に自動化するように構成されている、態様１に記載のシステム（１００）。
（態様８）
　複合システムの部品に位置づけされ、且つ前記複合システムの部品の各システム関連リ
ソースへのリンクを符号化するバーコードをスキャンすることであって、前記システム関
連リソースは、ソフトウェアベースのシステム又は電子文書の内の少なくとも一つを含む
、スキャンすることと、
前記バーコードから前記リンクを復号することと、
前記複合システムの部品を識別し、且つ前記バーコードから復号された前記リンクを含む
ポータルを生成することと、
前記複合システムの部品のためのそれぞれのシステム関連リソースにアクセスするために
、前記リンクがナビゲート可能なグラフィカルユーザインターフェースに前記ポータルを
表示することと
を含む方法。
（態様９）
　前記バーコード又は前記バーコードによって符号化されたリンクが暗号化され、更に、
各バーコード又はリンクを解読することを含む、態様８に記載の方法。
（態様１０）
　前記バーコードによって符号化された前記リンクは標準リンクであり、更に、前記複合
システムの部品のためのシステム関連リソースへの他のカスタムリンクを引き出すことを
含み、前記ポータルは前記複合システムの部品を識別し、且つ標準リンクとカスタムリン
クの両方を含む、態様８に記載の方法。
（態様１１）
　前記スキャンすること、復号すること、生成すること、及び表示することは、ハードウ
ェアベースの電子装置によって行われ、他のカスタムリンクを引き出すことは、前記電子
装置において、各記憶装置（２０６）から少なくとも一つのカスタムリンクを引き出すこ
とを含む、態様８に記載の方法。
（態様１２）
　前記スキャンすること、復号すること、生成すること、及び表示することが、ハードウ
ェアベースの電子装置によって行われ、
他のカスタムリンクを引き出すことは、
前記電子装置から遠く離れたリンク管理（１０４）システムから少なくとも一つのカスタ
ムリンクを引き出すこと
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（態様１３）
　前記スキャンすること、復号すること、生成すること、及び表示することが、ハードウ
ェアベースの電子装置によって行われ、
前記システム関連リソースは、一又は複数のリソースホスト（１０６）システムによって
ホストされ、前記一又は複数のリソースホスト（１０６）システムの内の少なくとも一つ
も、前記電子装置によって実装される、態様８に記載の方法。
（態様１４）
　前記リンクは、アクセス制限されたシステム関連リソースへのリンクを含み、前記方法
は更に、各リンクのナビゲーションに応じて、前記アクセス制限されたシステム関連リソ
ースにアクセスするために、ユーザの認証及び許可を完全に又は部分的に自動化すること
を含む、態様８に記載の方法。
（態様１５）
　コンピュータ可読プログラムコード部分が記憶されたコンピュータ可読記憶媒体であっ
て、プロセッサによる実行に応じて、装置に少なくとも、
複合システムの部品に位置づけされ、且つ前記複合システムの部品の各システム関連リソ
ースへのリンクを符号化するバーコードからリンクを復号することであって、前記システ
ム関連リソースは、ソフトウェアベースのシステム又は電子文書の内の少なくとも一つを
含む、復号することと、
前記複合システムの部品を識別し、且つ前記バーコードから復号された前記リンクを含む
ポータルを生成することと、
前記複合システムの部品のためのそれぞれのシステム関連リソースにアクセスするために
、前記リンクがナビゲート可能なグラフィカルユーザインターフェースに前記ポータルを
表示することと
を行わせるコンピュータ可読記憶媒体。
【図１】 【図２】
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